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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第56期中及び第56期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載し

ておりません。また、第57期中以降においては、潜在株式は存在いたしますが、１株当たり中間（当期）純

損失であるため記載しておりません。 

３ △印は損失またはマイナスを示しております。 

４ 第57期中より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日)を適用しております。なお、これによる影響については「第５ 経理の

状況」「１ 中間連結財務諸表等」「(1) 中間連結財務諸表」の「会計方針の変更」に記載しております。

５ 第58期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 21,228 19,288 25,565 70,279 64,204

経常損益 (百万円) △1,306 △2,060 △801 315 △770

中間(当期)純損益 (百万円) △4,197 △16,642 △1,050 △4,072 △15,218

純資産額 (百万円) 6,818 2,704 2,899 7,001 3,980

総資産額 (百万円) 67,201 43,625 41,726 74,515 53,649

１株当たり純資産額 (円) 111.05 22.28 20.75 114.10 28.49

１株当たり 
中間(当期)純損益

(円) △68.36 △269.79 △7.52 △66.35 △151.19

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 10.1 6.2 6.9 9.4 7.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,564 2,777 1,396 3,122 4,306

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △247 △596 △831 △36 △875

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,346 △2,486 △1,580 △3,037 △3,182

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 2,494 1,265 818 1,571 1,819

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(人)
873

〔301〕
827

〔309〕
825

〔344〕
852

〔295〕
803

〔317〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第56期中及び第56期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載し

ておりません。また、第57期中以降においては、潜在株式は存在いたしますが、１株当たり中間（当期）純

損失であるため記載しておりません。 

３ △印は損失を示しております。 

４ 第57期中より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日)を適用しております。なお、これによる影響については「第５ 経理の

状況」「２ 中間財務諸表等」「(1) 中間財務諸表」の「会計方針の変更」に記載しております。 

５ 第58期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

  

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 20,474 18,674 25,008 68,474 62,353

経常損益 (百万円) △1,341 △2,167 △762 223 △848

中間(当期)純損益 (百万円) △4,192 △18,586 △951 △4,096 △17,128

資本金 (百万円) 10,970 7,197 2,000 10,970 2,000

発行済株式総数 (千株) 61,453 139,853 139,853 61,453 139,853

(内、普通株式) (61,453) (121,453) (121,453) (61,453) (121,453)

(内、Ａ種優先株式) (  ―) ( 6,000) (6,000) (  ―) (6,000)

(内、Ｂ種優先株式) (  ―) ( 12,400) (12,400) (  ―) (12,400)

純資産額 (百万円) 8,494 2,407 2,736 8,649 3,718

総資産額 (百万円) 65,539 42,833 41,431 72,934 52,777

１株当たり純資産額 (円) 138.35 19.84 19.58 140.95 26.61

１株当たり 
中間(当期)純損益

(円) △68.28 △301.31 △6.81 △66.73 △170.17

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 13.0 5.6 6.6 11.9 7.0

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(人)
844

〔267〕
793

〔273〕
781

〔280〕
816

〔266〕
777

〔278〕



２ 【事業の内容】 

当企業集団は、舗装・土木を主とする建設事業及び舗装資材の製造販売等を営んでいる当社(世紀東急

工業㈱)、子会社10社、関連会社３社及びその他の関係会社２社で構成されております。 

当中間連結会計期間における、各部門に係わる主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、次の通

りであります。 

  

「建設事業」 

主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。 

  

「舗装資材製造販売事業」 

主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。 

  

「スポーツ関連事業及び不動産事業等」 

主要な関係会社につきましては、非連結子会社でありました株式会社ロイヤルフォレストゴルフ倶楽

部の重要性が増したため、当中間連結会計期間より連結対象といたしました。なお、主な事業内容の変

更はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の連結子会社となりました。 

 
（注）議決権の所有（被所有）割合の[ ]内は、間接所有割合で内数となっております。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は〔 〕内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

  

名称 住所
資本金 
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
（被所有）割合
（％）

関係内容 摘要

（連結子会社） 
株式会社ロイヤルフォ
レストゴルフ倶楽部

茨城県水戸市 10
スポーツ関連事業
及び不動産事業等

100  
[100]

役員の兼務 有

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

建設事業 589〔224〕

舗装資材製造販売事業 112〔 72〕

スポーツ関連事業及び不動産事業等 28〔 26〕

全社(共通) 96〔 22〕

合計 825〔 344〕



(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は〔 〕内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりません。 

  

従業員数(人) 781〔280〕



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な設備投資と個人消費の改善に牽引され、総じて緩

やかな拡大基調を持続したものの、米国景気の減速感や情報技術分野における在庫調整圧力の高まりな

ど、先行きに対する懸念材料もみられ、景気は持続的回復傾向にありながらも一部に不透明感を残した

まま推移いたしました。  

 道路建設業界におきましては、民間建設投資は引き続き増加傾向を示したものの、国、地方の財政状

況を反映して、公共事業費はさらに減少を続けており、アスファルトをはじめとする原材料価格の高止

まりと相俟って、事業環境は一段と厳しいものとなりました。  

 このような状況のもと、当社グループは業績の回復に向け、受注競争力の強化、収益率の向上、新た

な需要と顧客層の開拓などに積極的に取り組み、強固な収益基盤の確立を図ってまいりました。  

 その結果、受注高は306億82百万円（前年同期比11.6％増）、売上高は255億65百万円（前年同期比

32.5％増）となり、また、損益につきましては、経常損失は８億１百万円（前年同期は20億60百万円の

経常損失）、中間純損失は10億50百万円（前年同期は166億42百万円の中間純損失）となりました。  

 

 なお、事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。  

  

「建設事業」  

建設事業においては、建設投資全体の縮小が続くなか、全社を挙げて受注確保に取り組んだ結果、

受注高は221億25百万円（前年同期比7.3％増）、完成工事高は170億９百万円（前年同期比37.1％

増）となり、また損益につきましては売上高の増加により大幅に改善し、営業損失は２百万円（前年

同期は６億17百万円の営業損失）となりました。 

  

「舗装資材製造販売事業」 

販売競争が引き続き熾烈を極めるなか、他社との合材工場の協業化を推進し、事業拠点の充実と運

営効率の向上を図るとともに、リサイクル事業の強化やコストの削減に取り組んだ結果、売上高は82

億９百万円（前年同期比24.5％増）、営業利益は４億87百万円（前年同期比56.3％増）となりまし

た。 

  

「スポーツ関連事業及び不動産事業等」  

スポーツ関連事業及び不動産事業等につきましては、売上高は３億47百万円（前年同期比20.8％

増）、営業利益は61百万円（前年同期比106.8％増）となりました。  

  

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

当中間連結会計期間におきましては、税金等調整前中間純損失が10億４百万円となりましたが、売

上債権の減少や未成工事受入金の増加などにより、営業活動によるキャッシュ・フローは、13億96百

万円の資金増加（前年同期は27億77百万円の資金増加）となりました。 

  

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、アスファルトプラント設備

の更新などを実施したことにより、８億31百万円の資金減少（前年同期は５億96百万円の資金減少）

となりました。  

  

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

前連結会計年度に引き続き、積極的に有利子負債の削減を進めたことにより、財務活動によるキャ

ッシュ・フローは15億80百万円の資金減少（前年同期は24億86百万円の資金減少）となりました。  

  

 以上の結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度の期末残

高と比べ10億円減少し、８億18百万円（前年同期比35.3％減）となりました。 

  

  

(注) 本報告書の受注高、完成工事高、売上高等は消費税等抜きで表示しております。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注実績 

  

 
  

(2) 売上実績 

 
(注) １ 当企業集団では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。 

２ 主要相手先別売上状況 

総売上高に対する割合が100分の10以上に該当する相手先は次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

 該当する相手先はありません。 

当中間連結会計期間 

         該当する相手先はありません。 

３ 本表の金額は、消費税等抜きで表示しております。 

  

区分
当中間連結会計期間(百万円)
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前年同期比(％)

建設事業

アスファルト舗装 17,305 12.0

コンクリート舗装 588 33.9

土木工事等 4,232 △10.5

計 22,125 7.3

舗装資材製造販売事業 8,209 24.5

スポーツ関連事業及び不動産事業等 347 20.8

合計 30,682 11.6

区分
当中間連結会計期間(百万円)
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前年同期比(％)

建設事業

アスファルト舗装 11,948 21.6

コンクリート舗装 958 96.9

土木工事等 4,102 95.7

計 17,009 37.1

舗装資材製造販売事業 8,209 24.5

スポーツ関連事業及び不動産事業等 347 20.8

合計 25,565 32.5



なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は次のとおりであります。 

  

建設事業における受注工事高及び施工高の状況 

① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 
  

 
(注) １ 前期以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、期中受注工事高にその

増減額を含みます。したがって、期中完成工事高にも同様の増減額が含まれます。 

２ 期末繰越工事高の施工高は、手持工事高の工事進捗部分であります。 

３ 期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越工事施工高－前期末繰越工事施工高)に一致します。 

  

② 受注工事高及び完成工事高の状況 

当社は建設市場の状況を反映して工事の完成が下半期に集中し、最近３年間についてみても、次

のように上半期は年間の27.00％～30.18％と季節的に変動するのが常であります。 
  

 
  

期別 工種別

期首繰越 

工事高 

(百万円)

期中受注 

工事高 

(百万円)

計 

(百万円)

期中完成 

工事高 

(百万円)

期末繰越工事高(百万円)
期中 

施工高 

(百万円)
手持 

工事高 

(百万円)

うち施工高

(％) (百万円)

前上半期

自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日

アスファルト舗装 9,591 14,689 24,280 9,487 14,793 23.8 3,525 11,900

コンクリート舗装 1,860 439 2,299 486 1,812 48.0 869 1,037

土木工事等 2,778 4,727 7,506 2,096 5,409 23.7 1,283 3,169

計 14,230 19,856 34,086 12,071 22,015 25.8 5,678 16,106

当上半期

自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日

アスファルト舗装 10,046 16,764 26,810 11,617 15,193 27.6 4,192 13,553

コンクリート舗装 1,071 588 1,660 958 702 23.9 167 463

土木工事等 4,897 4,232 9,129 4,102 5,027 35.1 1,762 4,863

計 16,015 21,584 37,600 16,677 20,922 29.3 6,123 18,880

前期

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日

アスファルト舗装 9,591 34,163 43,755 33,709 10,046 22.5 2,256 34,852

コンクリート舗装 1,860 823 2,683 1,611 1,071 61.8 662 1,955

土木工事等 2,778 11,503 14,282 9,384 4,897 20.5 1,001 10,175

計 14,230 46,491 60,721 44,705 16,015 24.5 3,920 46,983

期別

受注工事高 完成工事高

１年通期(A) 
(百万円)

上半期(B) 
(百万円)

(B)／(A)
(％)

１年通期(C)
(百万円)

上半期(D)
(百万円)

(D)／(C) 
(％)

第55期 50,107 21,821 43.55 56,695 17,108 30.18

第56期 45,836 20,397 44.50 52,530 14,265 27.16

第57期 46,491 19,856 42.71 44,705 12,071 27.00

第58期 ― 21,584 ― ― 16,677 ―



③ 完成工事高 
  

 
前上半期の主な完成工事 

 
当上半期の主な完成工事 

 
  

④ 手持工事高(平成18年９月30日現在) 

  

 
平成18年９月30日現在の主な手持工事 

 
  

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

前上半期

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

アスファルト舗装 2,084 7,403 9,487

コンクリート舗装 465 20 486

土木工事等 108 1,987 2,096

計 2,659 9,411 12,071

当上半期

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

アスファルト舗装 3,749 7,867 11,617

コンクリート舗装 901 56 958

土木工事等 894 3,207 4,102

計 5,545 11,131 16,677

国土交通省関東地方整備局 善波舗装修繕工事

国土交通省九州地方整備局 新北九州空港エプロン新設工事

広島県 道路維持修繕(舗装道補修)工事

神戸市 神戸空港誘導路等舗装工事

アメリカ合衆国 川上弾薬庫内焼却施設改修工事

東日本高速道路株式会社 東北自動車道一関～花巻間舗装補修工事

中日本高速道路株式会社 東名阪自動車道千倉高架橋床版補強工事

国土交通省北陸地方整備局 七海舗装工事

国土交通省中部地方整備局 平成17年度19号勝川電線共同溝勝川町西工事

東京都 街路築造工事（１６南東―多摩３・１・６[矢野口]）

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

アスファルト舗装 9,527 5,666 15,193

コンクリート舗装 575 126 702

土木工事等 1,672 3,354 5,027

計 11,775 9,147 20,922

西日本高速道路株式会社 第二名神高速道路甲賀舗装工事

国土交通省北海道開発局 一般国道４０号名寄市智恵文舗装外一連工事

国土交通省中部地方整備局 平成１８年度沼津管内道路整備工事

宮崎市 宮崎市総合スポーツ公園多目的グラウンド（Ｂ）整備工事（２工区）

東京急行電鉄株式会社 世田谷線松原3号踏切道他２箇所軌道下横断配水管布設替工事に伴う
立坑工事（受託工事）



舗装資材製造販売事業における製造及び販売状況 

  

 
(注) １ アスファルト合材の生産実績と売上数量との差異は、当社の請負工事に使用した数量であります。 

２ その他製品売上金額は、アスファルト乳剤、砕石等の販売による売上高であります。 

  

スポーツ関連事業及び不動産事業等における売上状況 

 
  

  

期別

アスファルト合材 その他製品 
売上金額 
(百万円)

製品 
売上高計 
(百万円)生産実績 

(千ｔ)
売上数量
(千ｔ)

売上金額
(百万円)

前上半期
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

904 768 4,525 2,061 6,586

当上半期
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

927 833 5,416 2,787 8,204

前上半期 17百万円

当上半期 125百万円



３ 【対処すべき課題】 

道路建設業界では、建設投資の縮小により厳しい事業環境を強いられており、中長期的にみても公共

事業費のさらなる減少が避けられないなか、今後とも企業間競争は一段と熾烈を極めるものと予想され

ます。また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」や「公共工事の品質確保の促進

に関する法律」が施行されたことにより、企業が競争優位を確保していくためには、営業力の強化はも

とより、技術力・信用力等による差別化が重要な課題となっております。  

このような状況を踏まえ、昨年来、当社では収益構造の改善と財務基盤の強化を図るべく諸施策に取り

組んでおります。  

  

（１）収益構造改善  

①事業所（営業所・合材工場）の強化  

事業の拠点となる営業所および合材工場への支援体制を充実させることにより、各事業所の競争力

強化を図っております。  

②技術力・提案力の強化  

入札制度の変化に対応する技術力ならびに技術提案力の強化に努めるとともに、環境関連をはじめ

とする周辺事業分野への積極的な営業展開を行うなど、新たなニーズの創出に取り組み、受注確保を

図ってまいります。 

③受注競争力の強化 

社会経済環境の変化に応じ、継続して民間工事の受注拡大に努めるとともに、顧客重視に立脚した

営業組織への転換を進めることにより顧客層の拡充に取り組むほか、価格と品質に優れたサービスの

提供に注力することにより、受注競争力の強化に努めてまいります。 

④収益力の強化  

建設事業と舗装資材製造販売事業の連携強化および業務の合理化等により機動的かつ効率的な事業

体制の構築を推進しております。  

  また、建設事業では積算体制の強化、コストの圧縮などにより、受注競争力の拡充と不採算工事の

排除に努める一方、舗装資材製造販売事業においては、合材工場の協業化を進め、運営効率の向上と

事業拠点の拡充を図るほか、建設廃材のリサイクル事業に積極的に取り組むことにより、引き続き収

益力の向上を図ってまいります。 

（２）経営基盤強化 

①ステークホルダーの信頼獲得 

当社は技術と経営に優れた企業として、顧客をはじめとする各ステークホルダーの信頼を克ちとる

べく、環境保全や品質確保、リスク管理を含む内部統制システムの整備などへの取り組みを強化して

おり、今後とも、これらの取り組みを加速度的に推進し、より強固な経営基盤の確立に努めてまいり

ます。 

②財務基盤強化  

昨年実施した資本増強策により大幅に改善した財務体質をより健全なものとするため、業績の回復

はもとより、さらなる選択と集中の徹底により経営資源の最適化と利益の最大化に取り組み、企業価

値の向上を目指してまいります。  

  

  



４ 【経営上の重要な契約等】 

シンジケートローン契約の変更 

当社は、平成17年９月にシンジケートローン契約（借入期間 平成17年９月30日から平成22年９月30

日）を締結いたしておりますが、平成18年９月をもちまして契約内容を一部変更いたしました。なお、

変更の内容につきましては、「第５ 経理の状況」「１ 中間連結財務諸表等」「(1)中間連結財務諸

表」の「注記事項（中期連結貸借対照表関係）」欄の記載をご参照下さい。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

近年の道路建設業界は、建設需要の低迷により極めて厳しい経営環境が続いており、当企業集団では、

この状況下で自らの事業領域を確保していくため、従前より市場のニーズに即した技術開発に力を注いで

おります。また平成17年４月には、価格のみではなく受注者の技術的能力等も含めた総合的評価による調

達を理念として掲げる「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行されるなど、技術の優劣が経営

に与える影響は今後ますます大きくなるものと認識しており、当社におきましても重要な経営課題のひと

つとして捉え、技術力の強化に取り組んでおります。  

 なお、当社の研究開発活動は本社技術部および技術研究所からなる技術本部を中心に行われており、現

在は「社会資本整備重点計画」および「国土交通省環境行動計画」に準拠し、「良好な生活環境の形

成」、「健全な自然環境の確保・水循環系の構築」および「循環型社会の形成」を実現するヒートアイラ

ンド現象の緩和技術や緑化・雨水地下貯留技術等に重点を置いて技術開発を進めております。  

  

「建設事業」ならびに「舗装資材製造販売事業」  

路面温度の上昇を抑制する機能を持つ「保水性舗装」を改良し、舗装面の耐久性を改善した表面強化

型や景観に配慮したカラー型、あるいは騒音低減や交通安全にも繋がる半浸透型について商品化を図る

一方、同様の機能を持つ「遮熱性舗装」についても、施工時の臭気を抑制する低臭化型やカラー型、歩

道用の低廉型等の開発を進めるなど、良好な生活環境の形成に関する商品構成の充実に取り組んでおり

ます。  

 また、アクアプラ工法（雨水地下貯留工法）を活用した雨水貯留技術を、特定都市河川浸水被害対策

法に基づく雨水貯留・浸透施設の整備や、複層ボーダー植栽技術と組み合わせた屋上緑化技術に利用す

るほか、排水性舗装における再生利用技術の確立に着手するなど、健全な自然環境の確保・水循環系の

構築や循環型社会の形成にかかる技術の研究開発に取り組んでおります。  

 なお、当中間連結会計期間における建設事業ならびに舗装資材製造販売事業にかかる研究開発費は、

１億31百万円となりました。 

  

「スポーツ関連事業及び不動産事業等」 

研究開発活動は特段行われておりません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の設備を取得いたしました。 

 
  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。 

なお、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

  

  

会社名 
事業所 
（所在地）

事業の種類別 
セグメントの名称

内容
投資額
（百万円）

完了年月 備考

提出会社 
妙見島合材工場 
（江戸川区東葛西）

舗装資材 
製造販売事業

機械装置 329 平成18年９月 リサイクル設備更新

提出会社 
横浜合材工場 
（横浜市都筑区）

舗装資材 
製造販売事業

土地 173 平成18年４月 事業用地追加購入



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) １ ※１ Ａ種優先株式の内容 

(1) 残余財産の分配 
当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株式を有する株主(以下「Ａ種優先株主」という。)又はＡ

種優先株式の登録株式質権者(以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主

(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円を支

払う。 

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。 

(2) 買受又は金銭を対価とする取得条項 
当会社は、法令で定める分配可能額（以下「分配可能額」という。）の範囲で、平成20年10月１日以降、

いつでも、法令の手続に従いＡ種優先株式を買受けることができる。 

また、当会社は、取締役会の決議により取得日として定めた日の到来により、分配可能額の範囲で、Ａ種

優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、Ａ種優先株式の一部を取得する場合、取得す

る株式の決定は、取締役会の決議による。なお、１株あたりの買受価額又は本取得の対価は、Ａ種優先株主

又はＡ種優先登録株式質権者に対して、Ａ種優先株式１株につき払込金額に105％を乗じた価額とする。 

(3) 金銭を対価とする取得請求権 
Ａ種優先株主は、平成18年７月１日以降平成28年７月31日までの間において、毎年７月１日から同月31日

までの間(以下「償還可能期間」という。)、各償還可能期間開始時点の最終事業年度の貸借対照表確定時の

法令で定める「分配可能額」（以下『「分配可能額」』という。）から２億円を控除した額を上限として、

Ａ種優先株式の全部または一部を１株あたり525円で当会社に対して償還(Ａ種優先株式を取得し、その対価

として金銭を交付することをいう。)を請求することができる。ただし、「分配可能額」は最終事業年度の

貸借対照表確定時に剰余金の分配をした場合は、当該分配額を「分配可能額」から控除した金額とする。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 481,600,000

Ａ種優先株式 6,000,000

Ｂ種優先株式 12,400,000

計 500,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月15日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 121,453,965 121,453,965
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利
内容に制限のない当社におけ
る標準となる株式

Ａ種優先株式 6,000,000 6,000,000 ― ※１

Ｂ種優先株式 12,400,000 12,400,000 ― ※２

計 139,853,965 139,853,965 ― ―



(4) 議決権 
Ａ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

(5) 株式の併合又は分割 
当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について、株式の併合又は分割は行わない。 

(6) 募集株式の割当てを受ける権利等の付与 
当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の、募集株式の割当て

を受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を同時に同一の割合で与える。 

(7) 普通株式を対価とする取得請求権 
Ａ種優先株主は、下記の条件にしたがって、その保有するＡ種優先株式を取得し、その対価としてＡ種優

先株式１株あたり下記(ロ)（ｄ）に定める数の普通株式を交付すること（以下「転換」という。）を請求す

ることができる。 

(イ)転換請求期間 

 平成21年４月１日から平成29年３月31日までとする。 

(ロ)転換の条件 

(a) 当初転換価額 
50円とする。 

(b) 転換価額の修正 
転換価額は、平成21年４月１日以降平成29年３月31日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)まで

の各転換請求可能日において、Ａ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場合には、当

該転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京

証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のな

い日数を除く。)に修正されるものとする(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。なお、かかる修正後転換価額は、当該転換請求がなされたＡ種優先株式を含むＡ種優先株式の全

部に適用されるものとする。)。ただし、当該平均値が当初転換価額の60％に相当する額(ただし、下記

(c)の調整を受ける。)（以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には、修正後転換価額は下限転

換価額とする。また、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額(ただし、下記(c)の調整を受け

る。)（以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。 
(c) 転換価額の調整 

Ａ種優先株式発行後、時価を下回る払込金額で新たに普通株式を発行する場合その他一定の場合に

は、転換価額を次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を

用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 
  

 
  

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調

整される。 
(d) 転換により発行すべき普通株式数 

Ａ種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。 
  

 
  

発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金によ

る調整は行わない。 
(8) 普通株式を対価とする取得条項 
当会社は転換を請求することができる期間中に転換請求のなかったＡ種優先株式を、同期間の末日の翌日

をもって取得し、その対価としてＡ種優先株式１株の払込金相当額を同期間の末日における転換価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会

社法第234条に定める方法によりこれを取扱う。 

(9) 優先順位 
優先株式相互間の残余財産の分配の支払順位は、別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式がＢ種優先

株式に優先する。 

(既発行普通株式数－自己株式数)＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後 

転換価額
＝
調整前 

転換価額
×

１株あたりの時価

(既発行普通株式数－自己株式数)＋新規発行普通株式数

転換により発行 

すべき普通株式数
＝
Ａ種優先株主が転換請求のために提出したＡ種優先株式の払込金額の総額

転換価額



２ ※２ Ｂ種優先株式の内容 

(1) 残余財産の分配 
当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株式を有する株主(以下「Ｂ種優先株主」という。)又はＢ

種優先株式の登録株式質権者(以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主

(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき500円を支

払う。 

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。 

(2) 買受又は金銭を対価とする取得条項 

当会社は、法令で定める分配可能額（以下「分配可能額」という。）の範囲で、いつでも、法令の手続に

従いＢ種優先株式を買受けることができる。 

また、当会社は、取締役会の決議により取得日として定めた日の到来により、分配可能額の範囲で、Ｂ種

優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、Ｂ種優先株式の一部を取得する場合、取得す

る株式の決定は、取締役会の決議による。なお、１株あたりの買受価額又は本取得の対価は、Ｂ種優先株主

又はＢ種優先登録株式質権者に対して、Ｂ種優先株式１株につき払込金額に105％を乗じた価額とする。 

(3) 議決権 

Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

(4) 株式の併合又は分割 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式について、株式の併合又は分割は行わない。 

(5) 募集株式の割当てを受ける権利等の付与 

当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式の、募集株式の割当て

を受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を同時に同一の割合で与える。 

(6) 普通株式を対価とする取得請求権 

Ｂ種優先株主は、下記の条件にしたがって、その保有するＢ種優先株式を取得し、その対価としてＢ種優

先株式１株あたり下記(ロ)（ｄ）に定める数の普通株式を交付すること（以下「転換」という。）を請求す

ることができる。 

(イ)転換請求期間 
 平成18年４月１日から平成23年３月31日までとする。 
(ロ)転換の条件 
(a) 当初転換価額 

50円とする。 
(b) 転換価額の修正 

転換価額は、平成18年４月１日以降平成23年３月31日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)まで

の各転換請求可能日において、Ｂ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場合には、当

該転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京

証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のな

い日数を除く。)に修正されるものとする(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。なお、かかる修正後転換価額は、当該転換請求がなされたＢ種優先株式を含むＢ種優先株式の全

部に適用されるものとする。)。ただし、当該平均値が当初転換価額の60％に相当する額(ただし、下記

(c)の調整を受ける。)（以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には、修正後転換価額は下限転

換価額とする。また、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額(ただし、下記(c)の調整を受け

る。)（以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。 
(c) 転換価額の調整 

Ｂ種優先株式発行後、時価を下回る払込金額で新たに普通株式を発行する場合その他一定の場合に

は、転換価額を次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を

用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 
  

 
  

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調

整される。 

(既発行普通株式数－自己株式数)＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後 

転換価額
＝
調整前 

転換価額
×

１株あたりの時価

(既発行普通株式数－自己株式数)＋新規発行普通株式数



(d) 転換により発行すべき普通株式数 
Ｂ種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。 

  

 
  

発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金によ

る調整は行わない。 
(7) 普通株式を対価とする取得条項 
当会社は転換を請求することができる期間中に転換請求のなかったＢ種優先株式を、同期間の末日の翌日

をもって取得し、その対価としてＢ種優先株式１株の払込金相当額を同期間の末日における転換価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会

社法第234条に定める方法によりこれを取扱う。 
(8) 優先順位 
優先株式相互間の残余財産の分配の支払順位は、別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式
がＢ種優先株式に優先する。 
  

３ Ｂ種優先株式のうち8,400,000株につきましては、現物出資(借入金（42億円）の株式化)により発行された

ものであります。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

  

転換により発行 

すべき普通株式数
＝
Ｂ種優先株主が転換請求のために提出したＢ種優先株式の払込金額の総額

転換価額

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成18年９月30日 ― 139,853,965 ― 2,000 ― 500



(4) 【大株主の状況】 

① 普通株式 

平成18年９月30日現在 

 
  

  

② Ａ種優先株式 

平成18年９月30日現在 

 
  

③ Ｂ種優先株式 

平成18年９月30日現在 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

フェニックス・キャピタル・パー
トナーズ・ツー投資事業組合

東京都千代田区丸の内２－２－１ 40,000 32.93

東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷１－16－14 29,659 24.42

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５－６ 7,669 6.31

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２－３－１ 3,007 2.48

 松井証券株式会社（業務口） 東京都千代田区麹町１－４ 2,269 1.87

 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 2,002 1.65

世紀東急工業従業員持株会 東京都港区芝公園２－９－３ 1,772 1.46

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社自
己融資口

東京都中央区日本橋兜町７－12 658 0.54

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 650 0.54

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 649 0.54

計 ― 88,336 72.74

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷１－16－14 6,000 100.00

計 ― 6,000 100.00

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

フェニックス・キャピタル・パー
トナーズ・ツー投資事業組合

東京都千代田区丸の内２－２－１ 12,400 100.00

計 ― 12,400 100.00



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が12,000株(議決権12個)含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式274株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
優先株式

18,400,000
―

「１ 株式等の状況」「(1) 株式の
総数等」「② 発行済株式」の「内
容」欄の記載参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 125,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

120,716,000
120,716 同上

単元未満株式  
普通株式 612,965 ―

同上
一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 139,853,965 ― ―

総株主の議決権 ― 120,716 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
世紀東急工業株式会社

東京都港区芝公園 
２―９―３

125,000 ― 125,000 0.09

計 ― 125,000 ― 125,000 0.09



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

(1) 普通株式 

  

 
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 優先株式 

① Ａ種優先株式 

② Ｂ種優先株式 

以上の各種優先株式は、いずれも証券取引所に上場されておりません。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

(1) 新任役員 

該当事項はありません。 

  

(2) 退任役員 

該当事項はありません。 

  

(3) 役職の異動 

  

 
  

月別 平成18年４月 平成18年５月 平成18年６月 平成18年７月 平成18年８月 平成18年９月

最高(円) 159 142 142 130 134 121

最低(円) 135 120 97 99 102 100

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役 

事業推進本部副本部長兼工務部長 

兼直轄高速道路事業部長兼北関東支店長

取締役 

事業推進本部副本部長兼工務部長 

兼直轄事業部長兼北関東支店長

會田  清 平成18年10月1日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づき作成し、「建設業法施行規則」

(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づき作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年

建設省令第14号)に準じて記載しております。 

なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸

表並びに前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、監査法人トーマツより中間監査を受けてお

ります。 

  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 1,265 818 1,819

   受取手形・ 

   完成工事未収入金等

※４
17,392 14,844 28,271

   未成工事支出金 5,677 5,995 3,863

   その他たな卸資産 473 418 469

   その他 1,623 2,066 1,932

   貸倒引当金 △1,072 △884 △1,042

    流動資産合計 25,359 58.1 23,260 55.7 35,313 65.8

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

    建物・構築物 ※１ 9,027 9,253 9,357

    機械・運搬具・工具器具備品 16,162 16,046 16,113

    土地 ※１ 11,703 12,441 12,267

    建設仮勘定 19 181 51

    その他 158 158 158

    減価償却累計額 △21,052 16,018 △20,956 17,124 △21,264 16,685

 (2) 無形固定資産 221 179 194

 (3) 投資その他の資産

    投資有価証券 947 445 487

    長期滞留債権 20,289 19,860 19,885

    破産更生等債権 3,592 2,438 3,069

    その他 1,005 697 860

    貸倒引当金 △23,812 2,023 △22,280 1,160 △22,848 1,454

    固定資産合計 18,264 41.9 18,465 44.3 18,334 34.2

Ⅲ 繰延資産 2 0.0 0 0.0 1 0.0

   資産合計 43,625 100.0 41,726 100.0 53,649 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形・工事未払金等
※４

13,343 14,004 24,002

   短期借入金 ※1,2 3,390 2,122 3,201

   未払法人税等 80 79 148

   未成工事受入金 3,917 3,702 2,603

   完成工事補償引当金 39 49 35

   受注工事損失引当金 46 4 7

   賞与引当金 88 254 90

   その他 768 856 965

    流動負債合計 21,673 49.7 21,072 50.5 31,055 57.9

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 ※1,2 15,665 14,665 15,165

   繰延税金負債 100 ─ ─

   退職給付引当金 2,610 2,822 2,745

   その他 871 267 703

    固定負債合計 19,247 44.1 17,754 42.6 18,613 34.7

    負債合計 40,921 93.8 38,826 93.1 49,668 92.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 7,197 16.5 ― ― 2,000 3.7

Ⅱ 資本剰余金 13,482 30.9 ― ― 18,679 34.8

Ⅲ 利益剰余金 △18,289 △41.9 ― ― △16,866 △31.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金 326 0.7 ― ― 181 0.3

Ⅴ 自己株式 △11 △0.0 ― ― △14 △0.0

    資本合計 2,704 6.2 ― ― 3,980 7.4

    負債及び資本合計 43,625 100.0 ― ― 53,649 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 2,000 4.8 ―

 ２ 資本剰余金 ― 1,550 3.7 ―

 ３ 利益剰余金 ― △787 △1.9 ―

 ４ 自己株式 ― △14 △0.0 ―

   株主資本合計 ― 2,748 6.6 ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価差額金 ― 151 0.3 ―

   評価・換算差額等合計 ― 151 0.3 ―

   純資産合計 ― 2,899 6.9 ―

   負債純資産合計 ― 41,726 100.0 ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

   完成工事高 12,406 17,009 46,063

   製品売上高 6,594 8,209 17,597

   不動産事業等売上高 287 19,288 100.0 347 25,565 100.0 543 64,204 100.0

Ⅱ 売上原価

   完成工事原価 12,237 16,244 43,490

   製品売上原価 5,903 7,429 15,553

   不動産事業等売上原価 283 18,424 95.5 159 23,833 93.2 538 59,583 92.8

   売上総利益

    完成工事総利益 169 764 2,572

    製品売上総利益 690 780 2,043

    不動産事業等売上総利益 3 863 4.5 187 1,732 6.8 4 4,620 7.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 2,307 12.0 2,334 9.2 4,582 7.1

   営業利益 ― ― 38 0.1

   営業損失 1,443 △7.5 601 △ 2.4 ─

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 1 9 2

   受取配当金 4 1 11

   土地賃貸料 7 8 16

   還付加算金 ─ 4 ─

   その他 5 18 0.1 8 33 0.2 10 41 0.1

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 345 163 505

   支払手数料 ─ 34 ─

   新株発行費 108 ─ 113

   シンジケートローン組成費用 164 ─ 167

   その他 17 635 3.3 33 232 0.9 64 851 1.3

   経常損失 2,060 △10.7 801 △ 3.1 770 △1.2



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 ─ １ ─

   投資有価証券売却益 8 ─ 401

   ゴルフ会員権償還益 11 ─ 15

   貸倒引当金戻入益 ― 25 ─

   その他 2 21 0.1 ─ 26 0.1 10 426 0.7

Ⅶ 特別損失

   固定資産売却損 ※３ 4 21 9

   固定資産除却損 ※３ 1 24 9

   貸倒損失 74 ─ 74

   貸倒引当金繰入額 696 ─ 687

   販売用不動産評価損 792 ─ 792

   ゴルフ会員権評価損 ─ 133 ─

   減損損失 ※４ 14,989 ─ 14,989

   財務再構築関連損失 ※５ 4,456 ─ 4,456

   その他 ※６ 228 21,243 110.1 50 229 0.9 451 21,471 33.4

   税金等調整前中間(当期)純損失 23,283 △120.7 1,004 △3.9 21,814 △34.0

   法人税、住民税及び事業税 34 0.2 45 0.2 79 0.1

   少数株主損失 6,675 34.6 ─ ─ 6,675 10.4

   中間(当期)純損失 16,642 △86.3 1,050 △4.1 15,218 △23.7



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 368 368

Ⅱ 資本剰余金増加高

   増資による新株の発行 6,100 6,100

   減資による増加高 7,382 13,482 12,579 18,679

Ⅲ 資本剰余金減少高

   資本準備金取崩高 368 368 368 368

Ⅳ 資本剰余金中間期末(期末)残高 13,482 18,679

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △4,507 △4,507

Ⅱ 利益剰余金増加高

   資本準備金取崩高 368 368

   減資による増加高 2,491 2,859 2,491 2,859

Ⅲ 利益剰余金減少高

   中間(当期)純損失 16,642 16,642 15,218 15,218

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 △18,289 △16,866



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,000 18,679 △16,866 △14 3,798

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 ─ ─ △1,050 ─ △1,050

 損失処理による繰越利益剰余金  
 てん補額

─ △17,128 17,128 ─ ─

 自己株式の取得 ─ ─ ─ △0 △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額（純額）

─ ─ ─ ─ ─

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ △17,128 16,078 △0 △1,050

平成18年９月30日残高(百万円) 2,000 1,550 △787 △14 2,748

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 181 181 3,980

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 ─ ─ △1,050

 損失処理による繰越利益剰余金  
 てん補額

─ ─ ─

 自己株式の取得 ─ ─ △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△29 △29 △29

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△29 △29 △1,080

平成18年９月30日残高(百万円) 151 151 2,899



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純損失 △23,283 △ 1,004 △21,814

   減価償却費 422 370 836

   減損損失 14,989 ─ 14,989

   貸倒引当金の増加額 
   （減少：△）

997 △ 726 4

   賞与引当金の増減額 
   (減少：△)

△164 163 △162

   退職給付引当金の増加額 88 73 222

   受取利息及び受取配当金 △6 △ 10 △14

   支払利息 345 163 505

   新株発行費 108 ─ 113

   有形固定資産売却損 4 21 9

   有形固定資産除却損 1 24 9

   投資有価証券売却益          ─ ─ △401

   販売用不動産評価損 792 ─ 792

   財務再構築関連損失 4,456 ─ 4,456

   売上債権の減少額 17,903 14,081 7,833

   未成工事支出金の増加額 △3,957 △ 2,132 △2,143

   仕入債務の減少額 △11,504 △ 10,000 △845

   未成工事受入金の増加額 2,423 1,098 1,109

   未払消費税等の増減額 
   (減少：△)

△439 243 △306

   その他 △41 △ 54 △456

    小計 3,136 2,311 4,739

   利息及び配当金の受取額 6 12 14

   利息の支払額 △300 △ 202 △310

   預り保証金の一括弁済額 ― △ 587 ─

   法人税等の支払額 △64 △ 137 △136

  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,777 1,396 4,306



 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △415 △ 914 △1,417

   有形固定資産の売却による収入 71 59 96

   投資有価証券の取得による支出 △21 △ 2 △22

   投資有価証券の売却による収入 70 5 679

   子会社株式の追加取得による支出 △370 ─ △370

   ゴルフ会員権の売却による収入 38 28 48

   短期貸付金の純減少額 8 ─ 8

   貸付金の回収による収入 10 10 22

   その他 9 △ 17 80

  投資活動によるキャッシュ・フロー △596 △ 831 △875

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純減少額 △15,717 △ 1,079 △16,406

   長期借入れによる収入 16,165 ─ 16,165

   長期借入金の返済による支出 △10,823 △ 500 △10,823

   株式の発行による収入 7,891 ─ 7,886

   その他 △2 △0 △4

  財務活動によるキャッシュ・フロー △2,486 △ 1,580 △3,182

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  または減少額(△)

△306 △ 1,014 248

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 1,571 1,819 1,571

Ⅵ 新規連結による現金及び現金同等
  物の増加額

─ 13 ─

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末
  (期末)残高

1,265 818 1,819



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

連結子会社の数 ８社

連結子会社名

 新世紀工業株式会社

 株式会社水戸プロパティ

ー

 エスティ建材株式会社

 エス・ティ・サービス株

式会社

 やまびこ工業株式会社

 株式会社大和舗道

 ほくりく工業株式会社

 みちのく工業株式会社

連結子会社の数 ９社

連結子会社名

 新世紀工業株式会社

 株式会社水戸プロパティ

ー

 株式会社ロイヤルフォレ

ストゴルフ倶楽部

 エスティ建材株式会社

 エス・ティ・サービス株

式会社

 やまびこ工業株式会社

 株式会社大和舗道

 ほくりく工業株式会社

 みちのく工業株式会社

従来、非連結子会社であっ

た株式会社ロイヤルフォレ

ストゴルフ倶楽部は重要性

が増したため、当中間連結

会計期間から連結の範囲に

含めております。

連結子会社の数 ８社 

連結子会社名は「第１ 企業

の概況 ４ 関係会社の状

況」に記載のとおりであり

ます。 

 

非連結子会社名

 株式会社ロイヤルフォレ

ストゴルフ倶楽部

 若栗建材株式会社

非連結子会社は、その総資

産、売上高、過去５年間に

おける平均の中間純損益の

うち持分に見合う額及び利

益剰余金のうち持分に見合

う額等のそれぞれの合計額

が、連結総資産、連結売上

高、過去５年間における平

均の中間純損益及び利益剰

余金等の額に対して、いず

れもその割合が僅少であ

り、中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしておりま

せん。

非連結子会社名

 若栗建材株式会社

同左

非連結子会社名

 株式会社ロイヤルフォレ

ストゴルフ倶楽部

 若栗建材株式会社

非連結子会社は、その総資

産、売上高、過去５年間に

おける平均の当期純損益の

うち持分に見合う額及び利

益剰余金のうち持分に見合

う額等のそれぞれの合計額

が、連結総資産、連結売上

高、過去５年間における平

均の連結当期純損益及び利

益剰余金等の額に対して、

いずれもその割合が僅少で

あり、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしておりませ

ん。

２ 持分法の適用に関

する事項

持分法適用の会社はありま

せん。

同左 同左

持分法非適用の非連結子会

社名

 株式会社ロイヤルフォレ

ストゴルフ倶楽部

 若栗建材株式会社

持分法非適用の非連結子会

社名

 若栗建材株式会社

持分法非適用の非連結子会

社名

 株式会社ロイヤルフォレ

ストゴルフ倶楽部

 若栗建材株式会社



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

持分法非適用の関連会社名

 ガルフシール工業株式会

社

 能登アスコン株式会社

 中外エンジニアリング株

式会社

持分法非適用の非連結子会

社並びに関連会社の過去５

年間における平均の中間純

損益のうち持分に見合う額

及び利益剰余金のうち持分

に見合う額等のそれぞれの

合計額は、過去５年間にお

ける平均の中間純損益及び

利益剰余金等の額に対し

て、いずれもその割合が僅

少であり、中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼして

おりません。

持分法非適用の関連会社名

 ガルフシール工業株式会

社

 能登アスコン株式会社

 中外エンジニアリング株

式会社

同左

持分法非適用の関連会社名

 ガルフシール工業株式会

社

 能登アスコン株式会社

 中外エンジニアリング株

式会社

持分法非適用の非連結子会

社並びに関連会社の過去５

年間における平均の当期純

損益のうち持分に見合う額

及び利益剰余金のうち持分

に見合う額等のそれぞれの

合計額は、過去５年間にお

ける平均の連結当期純損益

及び利益剰余金等の額に対

して、いずれもその割合が

僅少であり、連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしてお

りません。

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項

連結財務諸表提出会社と一

致しております。

同左 同左

４ 会計処理基準に関

する事項

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間連結決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差額

は全部資本直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定)

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間連結決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差額

は全部純資産直入

法により処理し、

売却原価は移動平

均法により算定)

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    連結会計年度末日

の市場価格等に基

づく時価法(評価差

額は全部資本直入

法により処理し、

売却原価は移動平

均法により算定)

   時価のないもの

    移動平均法による

原価法

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

② デリバティブ 

  原則として時価法

②  ───── ② デリバティブ 

  原則として時価法

③ たな卸資産

  未成工事支出金及びそ

の他たな卸資産のうち

販売用不動産

   個別法による原価法

  その他たな卸資産のう

ち材料貯蔵品

   移動平均法による原

価法

③ たな卸資産

  未成工事支出金及びそ

の他たな卸資産のうち

販売用不動産

同左

  その他たな卸資産のう

ち材料貯蔵品

同左

③ たな卸資産

  未成工事支出金及びそ

の他たな卸資産のうち

販売用不動産

同左

  その他たな卸資産のう

ち材料貯蔵品

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

① 有形固定資産

  定率法

  ただし、平成10年４月

１日以降の新規取得の

建物(建物附属設備を除

く)については、定額法

によっております。

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

  建物・構築物 ７～50年

  機械・ 

  運搬具・ 

  工具器具備品

５～７年

① 有形固定資産

同左

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

  定額法

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっておりま

す。

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

 (3) 繰延資産の処理

方法
① 創立費は商法に定める

最長期間(５年)で均等

償却しております。

① 創立費は５年で均等償

却しております。

① 創立費は商法に定める

最長期間(５年)で均等

償却しております。

② 新株発行費は支出時に

全額費用処理しており

ます。

②  ──――― ② 新株発行費は支出時に

全額費用処理しており

ます。

 (4) 重要な引当金の

計上基準

① 貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の

貸倒による損失に備え

るため、一般債権につ

いては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等の

特定の債権について

は、個別に回収可能性

を検討し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。

① 貸倒引当金

同左

① 貸倒引当金

同左

② 完成工事補償引当金

  完成工事のかし担保及

びアフターサービス等

の支出に備えるため、

当中間連結会計期間末

に至る１年間の完成工

事高に前２連結会計期

間の補修費の実績割合

を乗じた額を計上して

おります。

② 完成工事補償引当金

同左

② 完成工事補償引当金

  完成工事のかし担保及

びアフターサービス等

の支出に備えるため、

当連結会計年度の完成

工事高に前２期の補修

費の実績割合を乗じた

額を引当計上しており

ます。

③ 受注工事損失引当金

  工事受注契約に係る将

来の損失に備えるた

め、当中間連結会計期

間末における工事受注

契約に係る損失見込額

を計上しております。

③ 受注工事損失引当金

同左

③ 受注工事損失引当金

  工事受注契約に係る将

来の損失に備えるた

め、当連結会計年度末

における工事受注契約

に係る損失見込額を計

上しております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

④ 賞与引当金

  従業員の賞与支給に備

えて、当中間連結会計

期間において負担すべ

き支給見込額を計上し

ております。

④ 賞与引当金

同左

④ 賞与引当金

  従業員の賞与支給に備

えて、当連結会計年度

において負担すべき支

給見込額を計上してお

ります。

⑤ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中

間連結会計期間末にお

いて発生していると認

められる額を計上して

おります。

  なお、会計基準変更時

差異(1,769百万円)につ

いては、15年による按

分額を費用処理してお

ります。

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(15年)による

定額法により費用処理

しております。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法によりそれ

ぞれ翌連結会計年度か

ら費用処理しておりま

す。

⑤ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中

間連結会計期間末にお

いて発生していると認

められる額を計上して

おります。

  なお、会計基準変更時

差異(1,769百万円)につ

いては、15年による按

分額を費用処理してお

ります。

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(13年)による

定額法により費用処理

しております。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法によりそれ

ぞれ翌連結会計年度か

ら費用処理しておりま

す。 

 

⑤ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上し

ております。

  なお、会計基準変更時

差異(1,769百万円)につ

いては、15年による按

分額を費用処理してお

ります。

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(15年)による

定額法により費用処理

しております。

  数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生

時における従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)によ

る定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費

用処理しております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (5) 重要なリース取

引の処理方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

 (6) 重要なヘッジ会

計の方法

① ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理

  なお、特例処理の要件

を満たしている金利ス

ワップ取引について

は、特例処理を適用し

ております。

   ――――― ① ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理

  なお、特例処理の要件

を満たしている金利ス

ワップ取引について

は、特例処理を適用し

ております。

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段

   金利スワップ

  ヘッジ対象

   借入金利息

   ② ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段

   金利スワップ

  ヘッジ対象

   借入金利息

③ ヘッジ方針

  金利変動リスクのある

資産及び負債について

は、ヘッジ比率、識別

方法、ヘッジ手段の選

択肢等を社内規定化

し、厳格に管理してお

ります。

③ ヘッジ方針

  金利変動リスクのある

資産及び負債について

は、ヘッジ比率、識別

方法、ヘッジ手段の選

択肢等を社内規定化

し、厳格に管理してお

ります。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

  ヘッジ対象及びヘッジ

手段については、取引

開始前、中間連結決算

日及び連結決算日に個

別取引毎のヘッジ効果

を検証しております

が、特例処理によって

いる金利スワップ取引

については有効性の評

価を省略しておりま

す。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

  ヘッジ対象及びヘッジ

手段については、取引

開始前、中間連結決算

日及び連結決算日に個

別取引毎のヘッジ効果

を検証しております

が、特例処理によって

いる金利スワップ取引

については有効性の評

価を省略しておりま

す。

 (7) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜方式

によっております。

② 連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用し

ております。

① 消費税等の会計処理

同左 

 

 

② 連結納税制度の適用

同左

① 消費税等の会計処理

同左 

 

 

② 連結納税制度の適用

同左



次へ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ (中間)連結キャッ

シュ・フロー計算

書における資金の

範囲

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び取得日より３か月以

内に満期日が到来する定期

性預金からなっておりま

す。 

 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及

び取得日より３か月以内に

満期日が到来する定期性預

金からなっております。



会計方針の変更 

  

 
  

  

表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

     ───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(固定資産の減損会計に係る会計基

準) 

当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日)を適用しております。

これにより、当中間連結会計期間の

営業損失及び経常損失は70百万減少

し、税金等調整前中間純損失は

14,918百万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産から直接控除してお

ります。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）         

当中間連結会計期間より「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,899百万円であります。

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成し

ております。

     ─────

     ───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(固定資産の減損会計に係る会計基

準) 

当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日)を適用しております。これ

により、当連結会計年度の営業利益

は145百万増加、経常損失は同額減

少し、税金等調整前当期純損失は

14,844百万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき各資産から直接控除しておりま

す。

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

          ―――――

 

 

 

 

 

（中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間において特別損失の「その他」に含

めて表示しておりました「ゴルフ会員権評価損」（前中

間連結会計期間67百万円）については、特別損失の100

分の10超となったため、当中間連結会計期間より区分掲

記しております。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 短期借入金500百万円及び長

期借入金15,665百万円に対し

て下記の資産を担保に供して

おります。

建物・構築物 269百万円

土地 8,508

計 8,778

※１ 短期借入金1,000百万円及び

長期借入金14,665百万円に対

して下記の資産を担保に供し

ております。

建物・構築物 747百万円

土地 9,436

計 10,183

※１ 短期借入金1,000百万円及び

長期借入金15,165百万円に対

して下記の資産を担保に供し

ております。

建物・構築物 269百万円

土地 8,508

計 8,778

※２ 当社は平成17年９月に株式会

社東京三菱銀行をアレンジャ

ーとする総額18,165百万円

(うちタームローン16,165百

万円、コミットメントライン

2,000百万円)のシンジケート

ローン契約を締結しておりま

す(ただし、平成17年９月30

日現在、コミットメントライ

ンは未使用)。

   なお、当該シンジケートロー

ン契約には以下の財務制限条

項が付されております。 

 

① 各決算期の期末日の貸借

対照表及び連結貸借対照

表における資本の部の金

額を、平成18年３月期に

おいては30億円以上にそ

れぞれ維持し、平成19年

３月期以降の各決算期に

おいては当該決算期の直

前の決算期または平成18

年３月期の期末日の貸借

対照表及び連結貸借対照

表における資本の部の金

額のいずれか大きい方の

75％の金額以上にそれぞ

れ維持すること。 

 

② 各決算期の損益計算書及

び連結損益計算書におい

て、２期連続して経常損

失を計上しないこと。

③ 各決算期の連結貸借対照

表、連結損益計算書及び

連結キャッシュ・フロー

計算書に係るトータル・

レバレッジ・レシオを、

平成18年３月期において

は11.0以下に維持し、平

成19年３月期以降の各決

算期においては10.0以下

にそれぞれ維持するこ

と。

※２ 当社は平成17年９月に株式会

社東京三菱銀行をアレンジャ

ーとするシンジケートローン

契約を締結しております(当

中間連結会計期間末タームロ

ーン残高15,665百万円。ただ

しコミットメントラインは平

成18年９月をもって終了して

おります)。

   なお、当該シンジケートロー

ン契約には以下の財務制限条

項（平成18年９月27日付けで

一部変更）が付されておりま

す。

① 各決算期の期末日の貸借

対照表及び連結貸借対照

表における従来の資本の

部の金額を、平成18年３

月期においては30億円以

上にそれぞれ維持し、平

成19年３月期以降の各決

算期においては当該決算

期の直前の決算期または

平成18年３月期の期末日

の貸借対照表及び連結貸

借対照表における従来の

資本の部の金額のいずれ

か大きい方の75％の金額

以上にそれぞれ維持する

こと。

②    同左 

 

 

 

③ 各決算期の連結貸借対照

表、連結損益計算書及び

連結キャッシュ・フロー

計算書に係るトータル・

レバレッジ・レシオを、

平成18年３月期において

は11.0以下に維持し、平

成19年３月期以降の各決

算期においては15.0以下

にそれぞれ維持するこ

と。

※２ 当社は平成17年９月に株式会

社東京三菱銀行をアレンジャ

ーとする総額18,165百万円

(うちタームローン16,165百

万円、コミットメントライン

2,000百万円)のシンジケート

ローン契約を締結しておりま

す(ただし、平成18年３月31

日現在、コミットメントライ

ンは未使用)。

   なお、当該シンジケートロー

ン契約には以下の財務制限条

項が付されております。 

 

① 各決算期の期末日の貸借

対照表及び連結貸借対照

表における資本の部の金

額を、平成18年３月期に

おいては30億円以上にそ

れぞれ維持し、平成19年

３月期以降の各決算期に

おいては当該決算期の直

前の決算期または平成18

年３月期の期末日の貸借

対照表及び連結貸借対照

表における資本の部の金

額のいずれか大きい方の

75％の金額以上にそれぞ

れ維持すること。 

 

②    同左 

 

 

 

③ 各決算期の連結貸借対照

表、連結損益計算書及び

連結キャッシュ・フロー

計算書に係るトータル・

レバレッジ・レシオを、

平成18年３月期において

は11.0以下に維持し、平

成19年３月期以降の各決

算期においては10.0以下

にそれぞれ維持するこ

と。



 

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

④ 各決算期の連結損益計算

書におけるインタレス

ト・カバレッジ・レシオ

(当該損益計算書におけ

る「営業利益」の金額を

「支払利息」の金額で除

した数値をいう。)を、

平成18年３月期において

は2.0以上に維持し、平

成19年３月期以降の各決

算期においては3.0以上

にそれぞれ維持するこ

と。

④ 各決算期の連結損益計算

書におけるインタレス

ト・カバレッジ・レシオ

(当該損益計算書におけ

る「営業利益」の金額を

「支払利息」の金額で除

した数値をいう。)を、

平成18年３月期において

は2.0以上に維持し、平

成19年３月期以降の各決

算期においては1.3以上

にそれぞれ維持するこ

と。

⑤ 平成19年３月期以降の損

益計算書及び連結損益計

算書において、２期連続

して当期純損失を計上し

ないこと。       

④ 各決算期の連結損益計算

書におけるインタレス

ト・カバレッジ・レシオ

(当該損益計算書におけ

る「営業利益」の金額を

「支払利息」の金額で除

した数値をいう。)を、

平成18年３月期において

は2.0以上に維持し、平

成19年３月期以降の各決

算期においては3.0以上

にそれぞれ維持するこ

と。

なお、平成18年３月31日

現在においては、上記財

務制限条項の一部に抵触

しておりますが、当該事

象について期限の利益喪

失の権利行使をしない

旨、貸付人より同意を得

ております。

 ３ 偶発債務(保証債務)

   従業員の銀行借入金10百万円

について保証を行っておりま

す。

 ３ 偶発債務(保証債務)

   従業員の銀行借入金9百万円

について保証を行っておりま

す。

 ３ 偶発債務(保証債務)

   従業員の銀行借入金9百万円

について保証を行っておりま

す。

※４   ――――― ※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。 

なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間

末日満期手形が、中間連結会

計期間末残高に含まれており

ます。 

   受取手形 11百万円 

   支払手形 88

※４   ―――――
   



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 １ 当社グループの売上高は通常

の営業の形態として、上半期

に比べ下半期に完成する工事

の割合が大きいため、連結会

計年度の上半期の売上高と下

半期の売上高との間に著しい

相違があり、上半期と下半期

の業績に季節的変動がありま

す。

 １     同左  １   ―――――

※２ 主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

従業員給与手当 804百万円

賞与引当金 
繰入額

26

退職給付費用 128

営業債権貸倒 
引当金繰入額

436

※２ 主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

従業員給与手当 980百万円

賞与引当金
繰入額

94

退職給付費用 144

営業債権貸倒
引当金繰入額

117

※２ 主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

従業員給与手当 1,758百万円

賞与引当金
繰入額

25

退職給付費用 273

営業債権貸倒 
引当金繰入額

608

※３ 固定資産売却損及び除却損の

主なものは建物・構築物、機

械・運搬具・工具器具備品に

係るものであります。

※３ 固定資産売却損及び除却損の

主なものは建物・構築物、機

械・運搬具・工具器具備品に

係るものであります。

※３ 固定資産売却損及び除却損の

主なものは機械・運搬具・工

具器具備品に係るものであり

ます。

 

※４ 当社グループは、当中間連結

会計期間において、以下の資

産または資産グループについ

て減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

事業用 
資産

機 械・運
搬 具・工
具器具備
品、土 地
等

東京都 
他

1,411百万円

賃貸用 
資産

建 物・構
築 物、土
地

新潟県 205百万円

遊休資産 土地 北海道 144百万円

ゴルフ場
土地、 
その他

茨城県 13,228百万円

   減損損失を認識した事業用資

産については、管理会計上の

事業所単位ごとに、また、賃

貸用資産、遊休資産及びゴル

フ場については個別物件ごと

にグルーピングしておりま

す。

   近年の著しい地価の下落やゴ

ルフ場の収益性の悪化によ

り、上記資産または資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を

減損損失(14,989百万円)とし

て特別損失に計上しておりま

す。

※４   ―――――

 

※４ 当社グループは、当連結会計

期間において、以下の資産ま

たは資産グループについて減

損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

事業用 
資産

機 械・運
搬 具・工
具器具備
品、土 地
等

東京都 
他

1,411百万円

賃貸用 
資産

建 物・構
築 物、土
地

新潟県 205百万円

遊休資産 土地 北海道 144百万円

ゴルフ場
土地、 
その他

茨城県 13,228百万円

   減損損失を認識した事業用資

産については、管理会計上の

事業所単位ごとに、また、賃

貸用資産、遊休資産及びゴル

フ場については個別物件ごと

にグルーピングしておりま

す。

   近年の著しい地価の下落やゴ

ルフ場の収益性の悪化によ

り、上記資産または資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を

減損損失(14,989百万円)とし

て特別損失に計上しておりま

す。

 



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

   その内訳は、建物・構築物

2,673 百 万 円、機 械・運 搬

具・工具器具備品104百万

円、土地8,001百万円、その

他4,210百万円であります。

   なお、当該資産グループの回

収可能価額は、事業用資産、

賃貸用資産、ゴルフ場につい

ては使用価値により、遊休資

産については正味売却価額に

より測定しております。

   使用価値の算定に当たって

は、事業用資産については将

来キャッシュ・フローを

3.5％で、賃貸用資産及びゴ

ルフ場については7.0％で割

引いて算定しております。

   また、正味売却価額の算定に

当たっては、金額的重要性に

乏しいため固定資産税評価額

に合理的な調整を行って算出

しております。

   その内訳は、建物・構築物

2,673 百 万 円、機 械・運 搬

具・工具器具備品104百万

円、土地8,001百万円、その

他4,210百万円であります。

   なお、当該資産グループの回

収可能価額は、事業用資産、

賃貸用資産、ゴルフ場につい

ては使用価値により、遊休資

産については正味売却価額に

より測定しております。

   使用価値の算定に当たって

は、事業用資産については将

来キャッシュ・フローを

3.5％で、賃貸用資産及びゴ

ルフ場については7.0％で割

引いて算定しております。

   また、正味売却価額の算定に

当たっては、金額的重要性に

乏しいため固定資産税評価額

に合理的な調整を行って算出

しております。

※５ 連結子会社が有していた当社

向け貸付債権の売却に伴う損

失4,100百万円、及び追加取

得した連結子会社株式の評価

損356百万円であります。

※５   ――――― ※５ 連結子会社が有していた当社

向け貸付債権の売却に伴う損

失4,100百万円、及び追加取

得した連結子会社株式の評価

損356百万円であります。

  

 

※６ その他特別損失の内訳は次の

とおりであります。

ローン・スワ 
ップ解約費用

155百万円

ゴルフ会員権 
評価損

67

その他 5

計 228  

※６ その他特別損失の内訳は次の

とおりであります。
建設仮勘定取
崩損

20百万円

訴訟和解金 9

その他 20

計 50

※６ その他特別損失の内訳は次の

とおりであります。
ローン・スワ 
ップ解約費用
耐震強度偽装
被害関連費用
ゴルフ会員権 
評価損

155百万円

  133
  124

その他 37

計 451



次へ 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 4,814株 

  

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株)     121,453,965         ─        ─     121,453,965

Ａ種優先株式（株）         6,000,000         ─        ─ 6,000,000

Ｂ種優先株式（株） 12,400,000         ─        ─ 12,400,000

  合  計         139,853,965         ─        ─ 139,853,965

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株)       120,460              4,814 ─      125,274



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

(平成17年９月30日)

現金預金勘定 1,265百万円

現金及び現金同等物 1,265

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

(平成18年９月30日)

現金預金勘定 818百万円

現金及び現金同等物 818

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

(平成18年３月31日)

現金預金勘定 1,819百万円

現金及び現金同等物 1,819

 

 

２ 重要な非資金取引の内容

  デッド・エクイティ・スワップ

による資本金の増加額

2,100百万円

  デッド・エクイティ・スワップ

による資本準備金の増加額

2,100百万円

２    ――――― ２ 重要な非資金取引の内容

  デッド・エクイティ・スワップ

による資本金の増加額

           2,100百万円 

  デッド・エクイティ・スワップ

による資本準備金の増加額

           2,100百万円

 



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得 

価額 

相当額 

(百万円)

減価 

償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

中間 

期末 

残高 

相当額 

(百万円)

機械・ 

運搬具・ 

工具器具 

備品

67 48 19

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得 

価額 

相当額 

(百万円)

減価 

償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

中間 

期末 

残高 

相当額 

(百万円)

機械・ 

運搬具・ 

工具器具 

備品

35 26 8

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

取得 

価額 

相当額 

(百万円)

減価 

償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

期末 

残高 

相当額 

(百万円)

機械・ 

運搬具・ 

工具器具 

備品

50 37 12

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 11百万円

１年超 10

計 21

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 7百万円

１年超 2

計 10

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 8百万円

１年超 6

計 14

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

  支払リース料 10百万円

  減価償却費相当額 9百万円

  支払利息相当額 1百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

  支払リース料 5百万円

  減価償却費相当額 4百万円

  支払利息相当額 0百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

  支払リース料 18百万円

  減価償却費相当額 15百万円

  支払利息相当額 2百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同左

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は

省略しております。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左

２ オペレーティング・リース取引

該当ありません。 

 

２ オペレーティング・リース取引

同左

２ オペレーティング・リース取引

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
   

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 
  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
   

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 
  

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
   

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 
  

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

(1) 株式 271 698 426

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 8 9 0

計 280 707 427

  その他有価証券

   非上場株式 210百万円

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

(1) 株式 60 210 149

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 8 10 1

計 68 220 151

  その他有価証券

   非上場株式 205百万円

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

(1) 株式 58 238 180

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 8 10 1

計 66 248 181

  その他有価証券

   非上場株式 210百万円



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

    デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 
  

  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

     当中間連結会計期間（平成18年９月30日）期末残高がないため、該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

     当連結会計年度（平成18年３月31日）期末残高がないため、該当事項はありません。 

  

対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

 金利 スワップ取引 750 1 1



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

  

 
  

建設事業 
(百万円)

舗装資材
製造販売 
事業 
(百万円)

スポーツ関連
事業及び 
不動産事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
12,406 6,594 287 19,288 ― 19,288

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
― 2,661 261 2,922 (2,922) ―

計 12,406 9,255 549 22,210 (2,922) 19,288

  営業費用 13,024 8,943 519 22,486 (1,754) 20,732

  営業利益 

  又は営業損失(△)
△617 312 29 △275 (1,168) △1,443

建設事業 
(百万円)

舗装資材
製造販売 
事業 
(百万円)

スポーツ関連
事業及び 
不動産事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
17,009 8,209 347 25,565 ─ 25,565

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
─ 2,830 239 3,070 (3,070) ─

計 17,009 11,040 586 28,635 (3,070) 25,565

  営業費用 17,011 10,552 524 28,088 (1,920) 26,167

  営業利益 

  又は営業損失(△)
△2 487 61 547 (1,149) △601



前連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

  

 
(注)(1) 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

(2) 各事業区分に属する主要な内容 

建設事業……………………………………舗装、土木、建築工事その他建設工事全般に関する事業 

舗装資材製造販売事業……………………アスファルト合材等舗装資材の製造販売に関する事業 

スポーツ関連事業及び不動産事業等……スポーツ関連事業及び不動産開発等その他事業 

(3) 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は前中間連結会計期間1,165百万円、

当中間連結会計期間1,150百万円、前連結会計年度2,316百万円であり、その主なものは、提出会社本社の管

理部門に係る費用であります。 

(4) 会計方針の変更 

（前中間連結会計期間） 

会計方針の変更に注記に記載のとおり、当中間連結会計期間より固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針６号平成15年10月31日）を適用しております。こ

れにより、スポーツ関連事業及び不動産事業等について営業利益が70百万円増加しております。なお、スポ

ーツ関連事業及び不動産事業等以外の事業についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

（当中間連結会計期間） 

  ――――――― 

（前連結会計年度） 

会計方針の変更に注記に記載のとおり、当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針６号平成15年10月31日）を適用しております。これに

より、スポーツ関連事業及び不動産事業等について営業利益が145百万円増加しております。なお、スポー

ツ関連事業及び不動産事業等以外の事業についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

  

建設事業 
(百万円)

舗装資材
製造販売 
事業 
(百万円)

スポーツ関連
事業及び 
不動産事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
46,063 17,597 543 64,204 ─ 64,204

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
─ 7,971 486 8,458 (8,458) ─

計 46,063 25,569 1,030 72,663 (8,458) 64,204

  営業費用 45,271 24,040 993 70,305 (6,140) 64,165

  営業利益 792 1,528 36 2,357 (2,318) 38



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、在外連結子会社がないため

記載しておりません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度においては、海外売上高がないため記載

しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純損益 

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 22.28円 20.75円 28.49円

１株当たり中間(当期)純損失 269.79 7.52 151.19

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、潜在株式はあるものの

１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりませ

ん。

同左 なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、潜在株式はあるものの

１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりませ

ん。

前中間連結会計期間末
平成17年９月30日

当中間連結会計期間末
平成18年９月30日

前連結会計年度末
平成18年３月31日

純 資 産 の 部 の 合 計 額 
（百万円）

― 2,899 ―

純資産の部の合計額から控除
する金額（百万円）

─ ─ ─

普通株式に係る純資産額 
(百万円)

― 2,899 ―

普通株式の発行済株式数 
(千株)

─ 139,853 ─

普 通 株 式 の 自 己 株 式 数 
(千株)

─ 125 ─

１株当たりの純資産額の算定
に用いられた普通株式の数
（千株）

― 139,728 ―

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純損失(百万円) 16,642 1,050 15,218

普通株主に帰属しない 
金額(百万円)

― ─ ─

普通株式に係る中間 
(当期)純損失(百万円)

16,642 1,050 15,218

普通株式の期中平均 
株式数(千株)

61,685 139,731 100,655

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要

Ａ種優先株式
6,000,000株

Ｂ種優先株式
12,400,000株

上記優先株式の概要につい

ては、「第４提出会社の状

況 １株式等の状況 (1) 

株式の総数等 ②発行済株

式」に記載のとおりであり

ます。

同左 同左



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 平成12年２月に当社が建設し、平成17年３月に信託設定の上、信託受益権を830百万円(うち建物
部分350百万円)で譲渡した賃貸用ワンルームマンション「アーバン武蔵小金井」(建物延床面積
1,397.04㎡)について、設計を委託した木村建設株式会社が、構造計算部分を姉歯建築設計事務所
に再委託していたことが確認されたため、当社において構造計算書を再計算いたしました。その結
果、当該物件が建築基準法に定める耐震強度を満たしていないことが判明いたしました。 
 これを受け当社では、安全確保のため入居者に退去の要請をするとともに、耐震基準を満たすた
めの補強工事に着手する等、社会的責任を負う企業として、出来得る限りの対応をしているところ
でありますが、当該物件の取扱いならびに瑕疵により当社が負う可能性のあるリスク等について
は、今後の関係各方面との協議により決定されるものであり、現時点においては、その影響額を合
理的に見積もることは困難であります。 
  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 当社の連結子会社である株式会社水戸プロパティーは、平成18年11月30日開催の取締役会におい
て、同社の保有する株式会社ロイヤルフォレストゴルフ倶楽部の株式を譲渡することを決議し、同
日、株式譲渡契約を締結いたしました。 
  

(1)株式譲渡の理由 
予ねてより当社は、本業である道路建設事業に経営資源を集中しているところであります
が、今後の展開を鑑みても当社グループにおいてはゴルフ場事業が本業との相乗効果を見込む
ことは難しく、今回の決定に至りました。 

(2)株式譲渡の時期 
  平成18年12月20日（予定）  
(3)譲渡する子会社の名称、事業内容及び当社グループとの取引内容 
  名称       ：株式会社ロイヤルフォレストゴルフ倶楽部 
  事業内容     ：ゴルフ場の経営 
  当社グループとの ：当社グループとの取引はありません。 
  取引内容 
(4)譲渡先、譲渡する株式の数、譲渡金額、売却益の見込額及び発行済株式総数に対する割合 
  譲渡先      ：Field Point Ⅳ S.a.r.l 
    譲渡する株式の数 ：200株 
  譲渡金額     ：1,830百万円 
    売却益の見込額  ：1,100百万円      
  発行済株式総数に ：100％ 
  対する割合 
  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 1,152 705 1,766

   受取手形 ※５ 3,938 1,177 3,309

   完成工事未収入金 9,273 7,855 18,080

   売掛金 3,952 5,592 6,278

   販売用不動産 107 72 102

   未成工事支出金 5,480 5,673 3,688

   短期貸付金 418 1,012 534

   その他 2,001 2,484 2,363

   貸倒引当金 △1,023 △873 △984

    流動資産合計 25,299 59.1 23,700 57.2 35,139 66.6

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

    土地 ※２ 11,371 12,109 11,936

    その他 ※1,2 3,573 14,944 3,940 16,050 3,705 15,641

 (2) 無形固定資産 191 145 164

 (3) 投資その他の資産

    投資有価証券 915 422 455

    関係会社株式 405 405 405

    長期貸付金 183 162 172

    長期滞留債権 20,289 19,860 19,885

    破産更生等債権 3,544 2,343 3,021

    その他 813 526 679

    貸倒引当金 △23,753 2,397 △22,186 1,535 △22,787 1,832

    固定資産合計 17,534 40.9 17,731 42.8 17,638 33.4

   資産合計 42,833 100.0 41,431 100.0 52,777 100.0

 



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形
※５

5,075 6,137 8,432

   工事未払金 5,812 5,307 10,070

   買掛金 2,371 2,546 5,233

   短期借入金 ※2,3 4,140 2,571 3,786

   未成工事受入金 3,853 3,522 2,546

   完成工事補償引当金 39 49 35

   受注工事損失引当金 46 4 7

   賞与引当金 82 251 86

   固定資産購入支払手形 120 45 109

   その他 491 754 823

    流動負債合計 22,032 51.4 21,191 51.1 31,131 59.0

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 ※2,3 15,665 14,665 15,165

   繰延税金負債 100 ― ―

   退職給付引当金 2,604 2,815 2,738

   その他 23 23 23

    固定負債合計 18,393 43.0 17,504 42.3 17,927 34.0

   負債合計 40,425 94.4 38,695 93.4 49,059 93.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 7,197 16.8 ― ― 2,000 3.8

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 6,100 ― 500

   その他資本剰余金 7,382 ― 18,179

    資本剰余金合計 13,482 31.5 ― ― 18,679 35.4

Ⅲ 利益剰余金

   中間(当期)未処理損失 18,586 ― 17,128

    利益剰余金合計 △18,586 △43.4 ― ― △17,128 △32.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金 326 0.7 ― ― 181 0.3

Ⅴ 自己株式 △11 △0.0 ― ― △14 △0.0

   資本合計 2,407 5.6 ― ― 3,718 7.0

  負債資本合計 42,833 100.0 ― ― 52,777 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)
金額(百万円)

構成比 

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 2,000 4.8 ― ―

 ２ 資本剰余金

    資本準備金 ― 500 ―

    その他資本剰余金 ― 1,050 ―

   資本剰余金合計 ― ― 1,550 3.7 ― ―

 ３ 利益剰余金

    その他利益剰余金

     繰越利益剰余金 ― △951 ―

   利益剰余金合計 ― ― △951 △2.3 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △14 △0.0 ― ―

   株主資本合計 ― ― 2,584 6.2 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 ― ― 151 0.4 ― ―

   評価・換算差額等合計 ― ― 151 0.4 ― ―

   純資産合計 ― ― 2,736 6.6 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 41,431 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

   完成工事高 12,071 16,677 44,705

   製品等売上高 ※２ 6,603 18,674 100.0 8,330 25,008 100.0 17,647 62,353 100.0

Ⅱ 売上原価

   完成工事原価 11,993 15,990 42,302

   製品等売上原価 5,923 17,916 95.9 7,497 23,487 93.9 15,597 57,899 92.9

   売上総利益

    完成工事総利益 78 687 2,403

    製品等売上総利益 680 758 4.1 832 1,520 6.1 2,050 4,453 7.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,239 12.0 2,087 8.3 4,431 7.1

   営業利益 ― ― 22 0.0

   営業損失 1,480 △7.9 567 △2.3 ―

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 5 14 10

   土地賃貸料 9 8 16

   その他 8 24 0.1 14 38 0.2 24 52 0.1

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 421 164 581

   新株発行費 108 ― 113

   その他 181 710 3.8 68 232 0.9 227 922 1.5

   経常損失 2,167 △11.6 762 △3.0 848 △1.4



 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

   投資有価証券売却益 8 ― 401

   ゴルフ会員権償還益 11 ― 15

   貸倒引当金戻入益 ― 25 ―

   その他 ― 19 0.1 1 26 0.1 6 423 0.7

Ⅶ 特別損失

   固定資産売却損 4 21 9

   固定資産除却損 1 ― 9

   貸倒損失 74 ― 74

   貸倒引当金繰入額 684 ― 674

   販売用不動産評価損 792 ― 792

   子会社株式評価損 ※３ 12,879 ― 12,879

   ゴルフ会員権評価損 ― 133 ―

   減損損失 ※４ 1,761 ― 1,761

   その他 228 16,427 88.0 34 190 0.8 451 16,653 26.7

   税引前中間(当期)純損失 18,576 △99.5 925 △3.7 17,078 △27.4

   法人税、住民税及び事業税 10 0.0 26 0.1 50 0.1

   中間(当期)純損失 18,586 △99.5 951 △3.8 17,128 △27.5

   前期繰越損失 2,491 ― 2,491

   資本金減少による繰越 
   損失填補額

2,491 ― 2,491

   中間(当期)未処理損失 18,586 ― 17,128



次へ 

③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本 

準備金

その他 

資本 

剰余金

資本 

剰余金 

合計

その他利益

剰余金
利益 

剰余金 

合計
繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,000 500 18,179 18,679 △17,128   △17,128       △14      3,536

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 ― ― ― ― △951      △951         ―      △951

 損失処理による繰越利益 
 剰余金てん補額

― ― △17,128 △17,128 17,128     17,128         ―         ―

 自己株式の取得 ― ― ― ― ―         ―        △0        △0

 株主資本以外の項目の中間    
 会計期間中の変動額（純額）

― ― ― ― ―         ― ―         ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― △17,128 △17,128 16,176     16,176        △0      △952

平成18年９月30日残高(百万円) 2,000 500 1,050 1,550 △951      △951       △14      2,584

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 181 181 3,718

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 ― ― △951

 損失処理による繰越利益 
 剰余金てん補額

― ― ―

 自己株式の取得 ― ― △0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△29 △29 △29

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△29 △29 △982

平成18年９月30日残高(百万円) 151 151 2,736



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

 (1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株

式

 移動平均法による原価法

その他有価証券

 時価のあるもの

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定)

子会社株式及び関連会社株

式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定)

子会社株式及び関連会社株

式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

 時価のないもの

  移動平均法による原価

法

 時価のないもの

同左

 時価のないもの

同左

 (2) デリバティブ 原則として時価法 ――――― 原則として時価法

 (3) たな卸資産 販売用不動産、未成工事支

出金 

 個別法による原価法 

材料貯蔵品 

 移動平均法による原価法

販売用不動産、未成工事支

出金

同左

材料貯蔵品

同左

未成工事支出金及び販売用

不動産

同左

材料貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

有形固定資産

 定率法

 ただし、平成10年４月１

日以降の新規取得の建物

(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法によっ

ております。

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

  建物 ７～50年

  機械装置 ５～７年

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

無形固定資産

 定額法

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっ

ております。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸

倒による損失に備えるた

め、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等の特定の債権

については、個別に回収

可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しており

ます。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

 



 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

完成工事補償引当金

 完成工事のかし担保及び

アフターサービス等の支

出に備えるため、当中間

会計期間末に至る１年間

の完成工事高に前２会計

期間の補修費の実績割合

を乗じた額を計上してお

ります。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

 完成工事のかし担保及び

アフターサービス等の支

出に備えるため、当期の

完成工事高に前２期の補

修費の実績割合を乗じた

額を引当計上しておりま

す。

受注工事損失引当金

 工事受注契約に係る将来

の損失に備えるため、当

中間会計期間末における

工事受注契約に係る損失

見込額を計上しておりま

す。

受注工事損失引当金

         同左

受注工事損失引当金

 工事受注契約に係る将来

の損失に備えるため、当

期末における工事受注契

約に係る損失見込額を計

上しております。

賞与引当金

 従業員の賞与支給に備え

て、当中間会計期間にお

いて負担すべき支給見込

額を計上しております。

賞与引当金

同左

賞与引当金

 従業員の賞与支給に備え

て、当期の負担すべき支

給見込額を計上しており

ます。

退職給付引当金

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。

 なお、会計基準変更時差

異(1,769百万円)について

は、15年による按分額を

費用処理しております。

 過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法に

より費用処理しておりま

す。

 数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額

法によりそれぞれ翌期か

ら費用処理しておりま

す。

退職給付引当金

 従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。

 なお、会計基準変更時差

異(1,769百万円)について

は、15年による按分額を

費用処理しております。

 過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(13年)による定額法に

より費用処理しておりま

す。

 数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額

法によりそれぞれ翌期か

ら費用処理しておりま

す。

退職給付引当金

 従業員の退職給付に備え

るため、当期末における

退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上

しております。

 なお、会計基準変更時差

異(1,769百万円)について

は、15年による按分額を

費用処理しております。

 過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法に

より費用処理しておりま

す。

 数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生

の翌期から費用処理して

おります。

４ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

 



 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理

 なお、特例処理の要件を

満たしている金利スワッ

プ取引については、特例

処理を適用しておりま

す。

――――― 

 

 

 

 

 

 

ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理

 なお、特例処理の要件を

満たしている金利スワッ

プ取引については、特例

処理を適用しておりま

す。

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  金利スワップ 

 ヘッジ対象 

  借入金利息

 

ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

金利スワップ

 ヘッジ対象

借入利息

ヘッジ方針

 金利変動リスクのある資

産及び負債については、

ヘッジ比率、識別方法、

ヘッジ手段の選択肢等を

社内規定化し厳格に管理

しております。

    ヘッジ方針

 金利変動リスクのある資

産及び負債については、

ヘッジ比率、識別方法、

ヘッジ手段の選択肢等を

社内規定化し厳格に管理

しております。

ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ対象及びヘッジ手

段については、取引開始

前、中間決算日及び決算

日に個別取引毎のヘッジ

効果を検証しております

が、特例処理によってい

る金利スワップ取引につ

いては有効性の評価を省

略しております。

ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ対象及びヘッジ手

段については、取引開始

前、中間決算日及び決算

日に個別取引毎のヘッジ

効果を検証しております

が、特例処理によってい

る金利スワップ取引につ

いては有効性の評価を省

略しております。

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理

は、税抜方式によって

おります。

なお、仮払消費税等及

び預り消費税等は相殺

のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表

示しております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方

式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用し

ております。

(2) 連結納税制度の適用

同左

(2) 連結納税制度の適用

同左

 



会計方針の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

         
―――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）         

当中間会計期間より「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準第５号 平成17
年12月９日）及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針」（企業会計基準適用指
針第８号 平成17年12月９日）を適
用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は、2,736百万円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

        
―――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(固定資産の減損会計に係る会計基

準) 

当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日)を適用しております。これ

により税引前中間純損失は1,761百

万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改訂後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産から直接控除しており

ます。

        
―――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(固定資産の減損会計に係る会計基

準) 

当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準(「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８

月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月

31日)を適用しております。これに

より税引前当期純損失は1,761百万

円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改訂後の財務諸表等規則に基づ

き各資産から直接控除しておりま

す。

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

           
                      ――――― 
 
 
 
 

（中間損益計算書） 

前中間会計期間において特別損失の「その他」に含めて

表示しておりました「ゴルフ会員権評価損」（前中間会

計期間67百万円）については、重要性が増したため、当

中間会計期間より区分掲記しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産減 

価償却累計額

17,281百万円 17,164百万円 17,458百万円

※２  担保資産

 

短期借入金500百万円及び長

期借入金15,665百万円に対

して下記の資産を担保に供

しております。

  建物 254百万円

  土地  8,508百万円
 

短期借入金 1,000百万円及

び長期借入金14,665百万円

に対して下記の資産を担保

に供しております。

  建物 730百万円

  土地  9,436百万円
 

短期借入金1,000百万円及び

長期借入金15,165百万円に

対して下記の資産を担保に

供しております。

  建物

  土地

251百万円

 8,508百万円

※３  財務制限条項 当社は平成17年９月に株式

会社東京三菱銀行をアレン

ジャーとする総額18,165百

万円(うちタームローン

16,165百万円、コミットメ

ントライン2,000百万円)の

シンジケートローン契約を

締結しております(ただし、

平成17年９月30日現在、コ

ミットメントラインは未使

用)。

なお、当該シンジケートロ

ーン契約には以下の財務制

限条項が付されておりま

す。

① 各決算期の期末日の貸

借対照表及び連結貸借

対照表における資本の

部の金額を、平成18年

３月期においては30億

円以上にそれぞれ維持

し、平成19年３月期以

降の各決算期において

は当該決算期の直前の

決算期または平成18年

３月期の期末日の貸借

対照表及び連結貸借対

照表における資本の部

の金額のいずれか大き

い方の75％の金額以上

にそれぞれ維持するこ

と。

② 各決算期の損益計算書

及び連結損益計算書に

おいて、２期連続して

経常損失を計上しない

こと。

③ 各決算期の連結貸借対

照表、連結損益計算書

及び連結キャッシュ・

フロー計算書に係るト

ータル・レバレッジ・

レシオを、平成18年３

月期においては11.0以

下に維持し、平成19年

３月期以降の各決算期

においては10.0以下に

それぞれ維持するこ

当社は平成17年９月に株式

会社東京三菱銀行をアレン

ジャーとするシンジケート

ローン契約を締結しており

ます(当中間会計期間末ター

ムローン残高15,665百万

円。ただしコミットメント

ラインは平成18年９月をも

って終了しております)。

なお、当該シンジケートロ

ーン契約には以下の財務制

限条項（平成18年９月27日

付けで一部変更）が付され

ております。 

 

① 各決算期の期末日の貸

借対照表及び連結貸借

対照表における従来の

資本の部の金額を、平

成18年３月期において

は30億円以上にそれぞ

れ維持し、平成19年３

月期以降の各決算期に

おいては当該決算期の

直前の決算期または平

成18年３月期の期末日

の貸借対照表及び連結

貸借対照表における従

来の資本の部の金額の

いずれか大きい方の

75％の金額以上にそれ

ぞれ維持すること。

②    同左 

 

 

 

 

③ 各決算期の連結貸借対

照表、連結損益計算書

及び連結キャッシュ・

フロー計算書に係るト

ータル・レバレッジ・

レシオを、平成18年３

月期においては11.0以

下に維持し、平成19年

３月期以降の各決算期

においては15.0以下に

それぞれ維持するこ

当社は平成17年９月に株式

会社東京三菱銀行をアレン

ジャーとする総額18,165百

万円(うちタームローン

16,165百万円、コミットメ

ントライン2,000百万円)の

シンジケートローン契約を

締結しております(ただし、

平成18年３月31日現在、コ

ミットメントラインは未使

用)。

なお、当該シンジケートロ

ーン契約には以下の財務制

限条項が付されておりま

す。

① 各決算期の期末日の貸

借対照表及び連結貸借

対照表における資本の

部の金額を、平成18年

３月期においては30億

円以上にそれぞれ維持

し、平成19年３月期以

降の各決算期において

は当該決算期の直前の

決算期または平成18年

３月期の期末日の貸借

対照表及び連結貸借対

照表における資本の部

の金額のいずれか大き

い方の75％の金額以上

にそれぞれ維持するこ

と。

②    同左 

 

 

 

 

③ 各決算期の連結貸借対

照表、連結損益計算書

及び連結キャッシュ・

フロー計算書に係るト

ータル・レバレッジ・

レシオを、平成18年３

月期においては11.0以

下に維持し、平成19年

３月期以降の各決算期

においては10.0以下に

それぞれ維持するこ



 
と。 と。 と。

 



次へ 

 

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

④ 各決算期の連結損益計

算書におけるインタレ

スト・カバレッジ・レ

シオ(当該損益計算書に

おける「営業利益」の

金額を「支払利息」の

金額で除した数値をい

う。)を、平成18年３月

期においては2.0以上に

維持し、平成19年３月

期以降の各決算期にお

いては3.0以上にそれぞ

れ維持すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 各決算期の連結損益計

算書におけるインタレ

スト・カバレッジ・レ

シオ(当該損益計算書に

おける「営業利益」の

金額を「支払利息」の

金額で除した数値をい

う。)を、平成18年３月

期においては2.0以上に

維持し、平成19年３月

期以降の各決算期にお

いては1.3以上にそれぞ

れ維持すること。

⑤ 平成19年３月以降の損

益計算書及び連結損益

計算書において、2期連

続して当期純損失を計

上しないこと。    

 

④ 各決算期の連結損益計

算書におけるインタレ

スト・カバレッジ・レ

シオ(当該損益計算書に

おける「営業利益」の

金額を「支払利息」の

金額で除した数値をい

う。)を、平成18年３月

期においては2.0以上に

維持し、平成19年３月

期以降の各決算期にお

いては3.0以上にそれぞ

れ維持すること。

なお、平成18年３月31  

日現在においては、上

記財務制限条項の一部

に抵触しております

が、当該事象について

期限の利益喪失の権利

行使をしない旨、貸付

人より同意を得ており

ます。

 ４ 偶発債務 
（保証債務） 
 

従業員の銀行借入金10百万

円について保証を行ってお

ります。

従業員の銀行借入金９百万

円について保証を行ってお

ります。

従業員の銀行借入金９百万

円について保証を行ってお

ります。
※５ 期末日満期手形 ――――― 中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理

しております。 

 なお、当中間会計期間末

日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間会計期間

末日満期手形が、中間会計

期間末残高に含まれており

ます。 

 受取手形  9百万円 

 支払手形 88 

 

―――――



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 １ 過去１年間の売

上高

当社の売上高は、事業年度

の上半期に発生する売上高

と下半期に発生する売上高

との間には季節的変動によ

る著しい相違があります。

当中間会計期間末に至る１

年間の売上高は、次のとお

りであります。

前事業年度
の下半期

48,000百万円

当中間期 18,674

計 66,675

当社の売上高は、事業年度

の上半期に発生する売上高

と下半期に発生する売上高

との間には季節的変動によ

る著しい相違があります。

当中間会計期間末に至る１

年間の売上高は、次のとお

りであります。

前事業年度
の下半期

43,678百万円

当中間期 25,008

計 68,686

―――――

※２ 当中間期の不動産事業の売

上高は17百万円でありま

す。

当中間期の不動産事業の売

上高は125百万円でありま

す。

―――――

※３ 株式会社水戸プロパティー

(連結子会社)の減損損失計

上に伴う評価減でありま

す。

――――― 株式会社水戸プロパティー

(連結子会社)の減損損失計

上に伴う評価減でありま

す。

※４

 

当社は、当中間会計期間に

おいて、以下の資産または

資産グループについて減損

損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

事業用 

資産

機械・ 

運搬 

具・工 

具器具 

備 品、

土地等

東京都 

他
1,411百万円

賃貸用 

資産

建物・ 

構築 

物、土 

地

新潟県 205百万円

遊休 

資産
土地 北海道 144百万円

減損損失を認識した事業用

資産については、管理会計

上の事業所単位ごとに、ま

た、賃貸用資産及び遊休資

産については個別物件ごと

にグルーピングしておりま

す。

―――――

 

当社は、当事業年度におい

て、以下の資産または資産

グループについて減損損失

を計上しました。

用途 種類 場所 金額

事業用 

資産

機械・ 

運搬 

具・工 

具器具 

備 品、

土地等

東京都 

他
1,411百万円

賃貸用 

資産

建物・ 

構築 

物、土 

地

新潟県 205百万円

遊休 

資産
土地 北海道 144百万円

減損損失を認識した事業用

資産については、管理会計

上の事業所単位ごとに、ま

た、賃貸用資産及び遊休資

産については個別物件ごと

にグルーピングしておりま

す。



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

近年の著しい地価の下落に

より、上記資産または資産

グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(1,761百

万円)として特別損失に計上

しております。 

その内訳は、建物・構築物

175百万円、機械・運搬具・

工具器具備品66百万円、土

地1,519百万円であります。 

なお、当該資産グループの

回収可能価額は、事業用資

産および賃貸用資産につい

ては使用価値により、遊休

資産については正味売却価

額により測定しておりま

す。 

使用価値の算定に当たって

は、事業用資産については

将来キャッシュ・フローを

3.5％で、賃貸用資産につい

ては7.0％で割引いて算定し

ております。 

また、正味売却価額の算定

に当たっては、金額的重要

性に乏しいため固定資産税

評価額に合理的な調整を行

って算出しております。

近年の著しい地価の下落に

より、上記資産または資産

グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(1,761百

万円)として特別損失に計上

しております。 

その内訳は、建物・構築物

175百万円、機械・運搬具・

工具器具備品66百万円、土

地1,519百万円であります。 

なお、当該資産グループの

回収可能価額は、事業用資

産および賃貸用資産につい

ては使用価値により、遊休

資産については正味売却価

額により測定しておりま

す。 

使用価値の算定に当たって

は、事業用資産については

将来キャッシュ・フローを

3.5％で、賃貸用資産につい

ては7.0％で割引いて算定し

ております。 

また、正味売却価額の算定

に当たっては、金額的重要

性に乏しいため固定資産税

評価額に合理的な調整を行

って算出しております。

 ５ 減価償却実施額 

    有形固定資産 

    無形固定資産

 

337百万円

21百万円

 

297百万円

22百万円

 

674百万円

43百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  4,814株 

   

    

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株）       120,460        4,814        ―      125,274



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ リース物件の所有

権が借主に移転す

ると認められるも

の以外のファイナ

ンス・リース取引

１リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び中間期末残高相

当額

１リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び中間期末残高相

当額

１リース物件の取得価額相

当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得 

価額 

相当額 

(百万円)

減価 

償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

中間 

期末 

残高 

相当額 

(百万円)

その他 642 284 357

 

取得 

価額 

相当額 

(百万円)

減価 

償却 

累計額相

当額 

(百万円)

中間 

期末 

残高 

相当額 

(百万円)

その他 664 314 350

 

取得 

価額 

相当額 

(百万円)

減価 

償却 

累計額相 

当額 

(百万円)

期末 

残高 

相当額 

(百万円)

その他 620 295 325

２未経過リース料中間期末

残高相当額

１年以内 117百万円

１年超 244

計 362

２未経過リース料中間期末

残高相当額

１年以内 116百万円

１年超 239

計 355

２未経過リース料期末残高

相当額

１年以内 110百万円

１年超 219

計 330

３支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額

 支払リース料 72百万円

 減価償却費 
 相当額

69百万円

 支払利息
 相当額

3百万円

３支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 66百万円

減価償却費
 相当額

62百万円

支払利息
 相当額

4百万円

３支払リース料、減価償却

費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 140百万円

減価償却費 
 相当額

134百万円

支払利息 
 相当額

6百万円

４減価償却費相当額の算定

方法

 リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。

４減価償却費相当額の算定

方法

同左

４減価償却費相当額の算定

方法

同左

５利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、

各期への配分方法につい

ては、利息法によってお

ります。

５利息相当額の算定方法

同左

５利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について) 

リース資産に配分された減

損損失はないため、項目等

の記載は省略しておりま

す。

(減損損失について) 

      同左

(減損損失について) 

      同左

２ オペレーティン

グ・リース取引

  該当ありません。 

 

      同左 

 

          同左



前へ 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末において、子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 平成12年２月に当社が建設し、平成17年３月に信託設定の上、信託受益権を830百万円(うち建物

部分350百万円)で譲渡した賃貸用ワンルームマンション「アーバン武蔵小金井」(建物延床面積

1,397.04㎡)について、設計を委託した木村建設株式会社が、構造計算部分を姉歯建築設計事務所

に再委託していたことが確認されたため、当社において構造計算書を再計算いたしました。その結

果、当該物件が建築基準法に定める耐震強度を満たしていないことが判明いたしました。 

 これを受け当社では、安全確保のため入居者に退去の要請をするとともに、耐震基準を満たすた

めの補強工事に着手する等、社会的責任を負う企業として、出来得る限りの対応をしているところ

でありますが、当該物件の取扱いならびに瑕疵により当社が負う可能性のあるリスク等について

は、今後の関係各方面との協議により決定されるものであり、現時点においては、その影響額を合

理的に見積もることは困難であります。 

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

           

 
  

  



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

(1) 有価証券報告書  
及びその添付書類

事業年度  
（第57期）

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月29日  
関東財務局長に提出。

(2) 臨時報告書 （企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第12号および第19号（当社お
よび連結会社の財政状態および経営成績
に著しい影響を与える事象の発生）に基
づく臨時報告書）

平成18年11月30日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

世紀東急工業株式会社 

 
  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている世紀東急工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、世紀東急工業株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．会計方針の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適

用されることとなったため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成している。 

２．重要な後発事象に、会社が建設し、譲渡した賃貸用ワンルームマンションが建築基準法に定める耐震

強度を満たしていないことが判明した旨の記載がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

平成17年12月21日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  澤     進  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  齋  藤     淳  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

世紀東急工業株式会社 

 
  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている世紀東急工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、世紀東急工業株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に、会社の子会社である株式会社水戸プロパティーにおいて同社の子会社である株式会社

ロイヤルフォレストゴルフ倶楽部の株式を譲渡する契約を締結した旨の記載がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

平成18年12月８日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  澤     進  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  齋  藤     淳  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

世紀東急工業株式会社 

 
  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている世紀東急工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第57期事業年度の中間会計期

間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間

損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、世紀東急工業株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

追記情報 

１．会計方針の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適用さ

れることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

２．重要な後発事象に、会社が建設し、譲渡した賃貸用ワンルームマンションが建築基準法に定める耐震

強度を満たしていないことが判明した旨の記載がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

3

平成17年12月21日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  澤     進  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  齋  藤     淳  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

世紀東急工業株式会社 

 
  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている世紀東急工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第58期事業年度の中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、世紀東急工業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

平成18年12月８日

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  澤     進  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  齋  藤     淳  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。
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